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令 和 ５ 年 度 監 査 計 画 

 

第１  監査等の基本方針 

県では、令和３年３月に策定した「新・群馬県総合計画」において、20 年後の本県が目指

すビジョン「誰一人取り残さない自立分散型社会の実現」に向けて、７つの政策の柱を設け、

様々な取組を実施している。 

一方、本県の財政状況は、少子高齢化の進展等に伴う社会保障関係費の増加や、頻発化・

激甚化する自然災害等に対する防災・減災対策強化のための公共事業費の増加などにより、

依然として大変厳しい状況にある。  

こうした状況や、ウィズコロナの社会経済活動が本格化する中、県行政に対しては、限ら

れた財源を効率的、効果的に活用した行政運営、事務の適正性の確保が強く求められている

ところである。 

監査執行にあたっては、厳正かつ公正に職務を執行することとし、合規性、正確性のみな

らず、事務事業の経済性、効率性、有効性の観点から監査を行い、県政に対する県民の信頼

性をより一層高めるべく努めるものとする。 

 

第２  各監査等の実施計画 

 １ 定期監査 

   (1)  実施期間、監査対象年度 

        監査の実施期間は、令和５年４月１日から 令和６年３月３１日までとし、監査対象年度

は次のとおりとする。 

 

監査の実施時期 監  査  対  象  年  度 

令和 5 年 4 月 1 日 

      ～ 9 月 30 日 

令和４年度会計（県庁については出納整理期間を含む全部、

地域機関については監査基準月まで）及び令和３年度会計の

前回監査実施以降分（地域機関） 

令和 5 年 10 月 1 日 

 ～ 6 年 3 月 31 日 

令和５年度会計の監査基準月まで 

令和４年度会計の前回監査実施以降分 

 

   (2)  監査対象機関 

        監査の対象機関は、別紙１のとおり。 

 

   (3)  実施方法・体制等 

監査は個別、集合又は書面により実施する。また、監査業務におけるＤＸの推進のため、
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オンラインを活用する。 

具体的な監査方法等については、定期監査実施要領で定める。 

 

 ２  随時監査  

     財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の適正を徹底するため、監査を実施す

る。 

     具体的な監査方法等については、別途定める。 

 

 ３ 例月現金出納検査  

   会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査する。 

具体的な検査方法等については、例月現金出納検査実施要領で定める。 

 

 ４ 決算審査  

   決算その他関係書類が法令等に適合し、かつ、正確であるか審査する。 

 

 ５ 健全化判断比率審査 

      健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令等に適合し、かつ、

正確であるか審査する。 

 

６ 資金不足比率審査 

   資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令等に適合し、かつ、正

確であるか審査する。 

 

 ７ 内部統制評価報告書審査 

内部統制評価報告書について、これまでの監査で得られた知見に基づき、内部統制の評価

手続及び重大な不備の判断が適切に行われているか審査する。  

具体的な審査方法等については、内部統制評価報告書審査計画で定める。 

 

 ８ 財政的援助団体等の監査 

   補助金等交付団体、出資団体及び指定管理者に対する監査を実施する。 

   具体的な監査方法等については、財政的援助団体等監査実施要領で定める。 

 

 ９ 行政監査  

   行政事務について、その適正及び効率性・能率性等の観点から監査を実施する。 

具体的な監査方法等については、行政監査実施要領で定める。 

 

 10 基金の運用状況審査 

   基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われ
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ているか審査する。 

   ※ただし令和５年度において審査対象となる基金はなし。 

 

第３  監査等の実施時期 

      監査等の実施時期は、別紙２のとおり。 

 



別紙１

（Ａ）  （Ｂ） （Ａ）+（Ｂ）

知 事 戦 略 部 8 1 9

総 務 部 10 4 14

地 域 創 生 部 5 6 11

生 活 こ ど も 部 5 6 11

健 康 福 祉 部 10 8 18

環 境 森 林 部 7 1 8

農 政 部 7 7 14

産 業 経 済 部 6 5 11

県 土 整 備 部 12 3 15

中 部 振 興 局 7 7

北群馬渋川振興局 4 4

高 崎 安 中 振 興 局 6 6

多 野 藤 岡 振 興 局 4 4

甘 楽 富 岡 振 興 局 4 4

吾 妻 振 興 局 5 5

利 根 沼 田 振 興 局 5 5

東 部 振 興 局 8 8

桐生みどり振興局 4 4

会 計 局 1 1

知 事 部 局 計 71 88 159

企 業 局 5 6 11

病 院 局 1 4 5

議 会 事 務 局 1 1

各 種 委 員 会 4 4

教 育 委 員 会 9 97 106

警 察 本 部 1 16 17

委 員 会 等 計 21 123 144

合 計 92 211 303

前 年 度 合 計 94 209 303

増 減 -2 2 0

令和5年度 定期監査対象機関数

　　　    　区　分
監査対象
機関数県　庁

部　局　別

地域機関等
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別紙２

令和５年度　監査等計画表

実施月 職 員 事 務 調 査 委 員 監 査 検 査 ・ 審 査

4 定期監査 各振興局 26

環境森林事務所等

農業事務所

5 土木事務所 例月現金出納検査

県土整備部 2

6 地域機関等

計 28 各振興局

県土整備部

定期監査 県庁 92

地域機関等 4

7

計 96 県庁

8 地域機関等 決算審査

健全化判断比率審査

随時監査 資金不足比率審査

9 財政的援助団体等監査 内部統制評価報告書審査

出資団体・指定管理者 財政的援助団体等

10 補助金交付団体等 普通会計決算審査

(決算特別委員会）

定期監査

11 各振興局 21 例月現金出納検査

　行政県税事務所 地域機関等

　保健福祉事務所 各振興局

12 総務部 2 総務部

地域創生部 3 地域創生部

生活こども部 4 生活こども部

1 健康福祉部 3 健康福祉部

環境森林部 0 環境森林部

農政部 4 農政部

2 産業経済部 4 産業経済部

企業局 2 企業局

病院局 4 病院局

3 教育委員会 33 教育委員会

警察署 7 警察署

計 87

各部局
書面監査対象機関 92

定期監査合計 303

※必要に応じて実施時期を変更できるものとする。

企業会計決算審査
例月現金出納検査

指定金融機関監査
（必要があると認めるとき又は知事
等の要求があるときに実施）
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